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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成25年６月24日に提出いたしました第34期(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)有価証券

報告書の記載事項の一部に訂正及び追加すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告

書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

第２　事業の状況

４　事業等のリスク

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

第一部【企業情報】

第２【事業の状況】

４【事業等のリスク】

　（訂正前）

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響

を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

　
(1) 新製品の出荷の下振れ

＜略＞

　

(2) 法的規制

当社の事業を営む上で直接的に影響を受ける法的規制に「薬事法」があります。今後、予期せぬ改正

が行われた場合には、その対応のための支出等が生じ、当社の経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす

可能性があります。

　

(3) 情報セキュリティ

＜略＞

　

　（訂正後）

当社の事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク発生の可能性があると考えられる主な

事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項は、以下のとおりであります。当社

は、これらのリスクの発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針で

あります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
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(1) 美容室専売品業界の動向について

当社では、美容室向けの頭髪用化粧品及び医薬部外品（美容室専売品）の製造販売を行っておりま

す。将来的には人口減少に伴う美容施術人口の減少により当業界の市場規模の縮小が予想されるととも

に、競合他社との競争も激しい状況ではありますが、当社では付加価値の高い製商品及びサービスの提

供に努めているところであります。しかしながら、今後、予期せぬ業界動向又は競争環境の変化や当社

が提供する製商品及びサービスと顧客ニーズが大きく乖離するといった事態が生じた場合には、当社の

経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(2) 原材料の仕入れ・調達について

当社では、製品の製造に必要な原材料（原料及び包装資材）をメーカー又は卸会社から仕入れ調達し

ております。当社では、これら仕入先との間において良好な取引関係を保つとともに、適正価格での安

定的な仕入れ・調達に努めているところであります。しかしながら、原油価格の高騰や自然災害といっ

た外的要因の発生又は何らかの要因により取引関係の悪化が生じた場合には、適正価格での安定的な仕

入れ・調達が困難となり、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(3) 製造拠点の集中について

当社では、外注先への製造委託品を除き、製品の製造を京都府久御山町にある京都工場で行っており

ます。万一、大規模な自然災害又は事故の発生により京都工場の製造設備に多大な被害が生じた場合に

は、一定期間、京都工場の稼動が停止し製品の製造が不可能となると同時に、復旧に相当の費用を要

し、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(4) 法的規制、許認可について

①　薬事法

当社の事業内容に深く関連する法規制であり、日本国内において化粧品及び医薬部外品を製造販売

するためには、製造販売業の許可を必要とし、当社は当該許可を取得しております。また、当該法令

の定めに基づき５年ごとの更新その他必要な手続きを行っております。

当社では、薬事法及び関連法規制の遵守を徹底しておりますが、薬事法その他薬事に関する法令又

は毒物及び劇物取締法等に違反した場合、許可の取消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは

一部の停止を命ぜられる可能性があります。また、品質管理又は製造販売後の安全管理、製造所にお

ける製造管理等の方法が厚生労働省令に定める基準に適合しない場合等には当該管理方法の改善命令

等の処分を、製造設備が厚生労働省令で定める基準に適合しない場合等には、当該製造設備の改善命

令等の処分を受ける可能性があります。現在のところ、当社では法令違反の事実又は改善命令等の処

分を受けた事実はなく、当社の事業活動の継続に支障を来す事象は発生しておりません。
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なお、これら許可の取消し、業務の停止又は管理方法等の改善命令等の処分を受けた場合、あるい

はこれらの法規制が変更された場合、また予測していない法規制等が新たに設けられた場合には、当

社の事業活動が制限され、経営成績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

（化粧品及び医薬部外品の製造及び販売事業に係る許可の取得状況等）

許可の名称 許可の内容 有効期限(注)
取消事由及び

該当状況

化粧品製造業許可

京都工場の化粧品一般

本社の化粧品包装・表示・保管

委託先の化粧品包装・表示・保管

委託先の化粧品包装・表示・保管

平成29年２月20日

平成25年８月31日

平成27年３月31日

平成25年８月３日

（取消事由）

薬事法第75条第

１項に定められる

事由に該当した場

合

 

（該当状況）

上記取消事由

に該当する事項

はありません。

医薬部外品製造業許可

京都工場の医薬部外品一般

本社の医薬部外品包装・表示・保管

委託先の医薬部外品包装・表示・保管

委託先の医薬部外品包装・表示・保管

平成29年２月20日

平成29年２月20日

平成29年２月20日

平成25年８月３日

化粧品製造販売業許可 当社の化粧品製造販売業許可 平成25年８月31日

医薬部外品製造販売業許可 当社の医薬部外品製造販売業許可 平成25年11月30日
 

(注)いずれも５年ごとの更新手続きを行っております。

 

②　製造物責任法

当社は、品質基準を遵守し、すべての製品の信頼性を維持するために万全の品質保証体制を整えて

おりますが、予期せぬ欠陥等により製造物責任が発生する可能性があります。また、当社では製造物

責任賠償の保険に加入しておりますが、当該保険で必ずしもすべての賠償額をカバーできる保証はあ

りません。また、万一そのような事態が発生した場合には、少なくとも社会的信用の失墜は避けられ

ず、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(5) 製造管理、品質管理について

当社では、製品の製造過程において作業マニュアルの策定及び当該マニュアルを遵守するための従業

員教育、品質検査の実施等により、出荷する製品の品質には万全を期しております。しかしながら、何

らかの要因により製造過程又は出荷後のある過程において製品中に異物が混入し、当該製品を使用した

顧客の健康被害又は当該製品の回収という事態が発生した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。

 

(6) 知的財産権について

当社は、知的財産権を守るための措置を講じておりますが、知的財産権が侵害され、技術、情報の流

出や模倣製品が市場に出回る事態が発生する可能性があります。

また、当社は特許権、商標権その他の知的財産権について入念な調査を行いながら製品開発を進めて

おります。しかしながら、万一当社が認識する範囲外で第三者の特許権、商標権その他の知的財産権を

侵害し製品の仕様変更、回収等の費用の発生、第三者からの損害賠償請求権の行使及び裁判等の訴訟・

紛争が生じた場合には、交渉による解決や代替技術・原料の使用による回避に向けた努力を進めます

が、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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(7) 業績の季節変動について

当社の製品の出荷は、美容室の繁忙期が重なり「コタ全国店販コンクール」を開催する第３四半期に

偏重する傾向にあり、各四半期に計上される売上高及び利益の額を比較しても変動が大きくなっており

ます。したがって、何らかの要因により第３四半期の販売が不調に終わった場合には、当社の経営成績

及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

なお、平成25年３月期の各四半期の売上高及び利益の状況は、以下のとおりであります。

（単位：千円・％）

 平成25年３月期（第34期）

（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 通期

売上高

(構成比)

1,019,433

(18.4)

1,213,243

(21.9)

1,984,454

(35.8)

1,327,904

(23.9)

5,545,035

(100.0)

営業利益

(構成比)

66,088

( 7.6)

149,650

(17.2)

589,726

(67.8)

64,753

( 7.4)

870,218

(100.0)

経常利益

(構成比)

69,898

( 7.9)

145,991

(16.6)

584,418

(66.3)

80,718

( 9.2)

881,026

(100.0)

四半期(当期)純利益

(構成比)

38,222

( 6.1)

95,665

(15.2)

453,143

(72.0)

42,307

( 6.7)

629,338

(100.0)
 

(注)上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(8) 製品の横流れについて

当社の製品は美容室専売品であり、美容室において施術時に使用されるとともに美容師のカウンセリ

ングのもと一般消費者に対面販売されるものであります。当業界では、一部の美容室専売品が小売店や

インターネット通販サイト等に横流れし販売されている事例が見受けられますが、当社では原則として

対面販売を前提とした取引を代理店又は美容室との間で行っております。しかしながら、何らかの要因

により当社の製品が小売店やインターネット通販サイト等に大量に横流れした場合には、当社の製品の

ブランド力や当社に対する信用の低下を招き、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。

 

(9) 新製品の出荷の下振れ

 ＜略＞

(10) 情報セキュリティ

 ＜略＞

 

(11) 人材の確保、育成について

当社のビジネスモデルである「旬報店システムを軸としたコンサルティング・セールス」と「トイレ

タリーを中心とした店販戦略」を遂行するためには、優秀な人材の確保及び育成が重要なテーマとなり

ます。当社では例年、計画的な採用を行うとともに適宜、従業員研修を行うことにより、優秀な人材の

確保及び育成に努めているところであります。しかしながら、採用環境の変化により求める人材が確保

できず、ビジネスモデルを遂行するノウハウを継承できない場合には、当社の経営成績及び財政状態に

影響を及ぼす可能性があります。
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